
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成 21年 5月 1日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要：各国政府、国際機関、ＮＧＯは、難民の定住問題の解決に、各々異なった 
基準を設け、それぞれ異なったやり方で取り組んでいる。現在は、全体的に見ると、国家の側
に主権を手放すことにためらいがある。政策立案にあたり、異なる基準間で一貫性を維持する
ことは国際社会の課題だが、必ずしも全ての措置が統合されて実施される必要はない。困難は
あるが、庇護の申請者の受け入れを含め、難民定住の規則を共通化する努力を一層進める必要
がある。 
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１．研究開始当初の背景 
(1)日本を含め先進国では、一般に国内で移
民の労働力への需要がある一方で、実際に
は移民･難民の流入があるため、受け入れ
国の社会、経済、治安に与える影響が各国
国民の懸念事項となっている。 

(2)一般的な論議の中で、移民問題は、難民、
“人道上の難民”と経済移民、合法と非合
法の地位の区別なしに論じられている。受
け入れ国の国民には、移民・難民が社会に
与える影響力に懸念があり、また彼ら移
民・難民が社会に自ら望んで統合されるの
か、果たしてできるのかに疑いの気持ちが

ある。 
 
(3)さらにまた、移住とテロの関係が言われ、
不法入国と移民の密輸業が増えて、「市民
を外部者から守る」という国家の役割に疑
問が生じている。しかし難民への入国制限
は実施されると、生命への安全を含め、人
権上で重大な問題を生じる。 
 
２．研究の目的 
(1)本研究が明らかにしたかった根本的な問
題は、国家はどのような条件の下で活発に
＜難民の定住＞に取り組むことができる
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かであり、他方、難民の視点に立って言え
ば、何の要因が定住を進める上で、重要な
要因かという点を解明することにある。 

 
(2)定住という事柄は、全てではないにして
も、かなりの程度、国家の政策に影響され
る可能性がある。受け入れ国の難民政策は、
入国を許可された人々が与えられる教育
や職業訓練の特性･制度を決定する。政府
はまた、定住の規模と供給先（具体的には
出身国名）を決定する。政府は、誰に市民
権を与えるか、どんな権利と便益を与える
かを決定している。政府は、住居への措置
や教育政策を通じて、新着の難民の社会へ
の統合を奨励したり、抑制したりすること
ができる。 

 
(3)上記の点を踏まえた上で、多くの国々で、
移民の受け入れ･統合は、なぜ問題が多い
のか、そして特に、短期的になぜ軋轢を生
むのか、の解明を行う。 

 
３．研究の方法 
(1)本研究では、上記の課題を解明するため
に、どのような国内的、国際的要因が、国
家の政策を実際に作り上げているのか、を
調べることにした。その要因には、次の二
つの要因があると考えた。①移民･難民へ
の対応と管理(入国管理･移住政策)と、②
長期的居住者と民族的少数者の社会への
同化･統合(移民政策)である。 

 
(2)これらの政策を見るために、法制面だけ
でなく、政党政治、政治制度、移住のイデ
オロギー、移住についての国民世論を調べ
た。また各国の固有の政治的、経済的背景、
と国内事情というマクロ要因を調べ、分析
を行った。 

 
(3)同時に、難民側の視点に立って、主観的
に統合されるという感情を育む上で、彼ら
＜難民＞と＜受け入れ社会＞の間で何が
必要かということを探った。よく使われる
適応の客観的な指標、例えば雇用、所得、
言語能力だけで十分と言えるのか、を検証
することにした。統合の分析は、住居、教
育、雇用、社会経済、社会的流動性のよう
な測定可能な変数の調査ばかりではなく、
むしろ難民が｢経験をどう感じるか｣とい
うことが同じ位重要ではないかという仮
説に基づき調査を行った。 

 
(4)世界を日本と欧州、アジア、アメリカ、
オセアニア、アフリカの 5地域に分け、そ
れぞれの研究者が地域を担当した。調査に
際しては、当該の地域で代表的な国々を選
び、フィールドワーク、インタビュー、ア

ンケート調査と文献･資料の収集を実施し、
分析を行った。 
 
４．研究成果 
(1)全ての国が難民を自国社会に取り入れよ
うと思っているわけではない。国によって
は、難民の滞在が一時的であることを望み、
市民となることは望まない所がある。また
国によっては、難民が終生労働力として留
まることを望むが、市民権をはじめ、権利
や便益を与えようとはしていない。現状で
はどの国も、法的に難民を定住させる義務
は持っていない。 
 
(2)その中で、例えば、カナダの移民･難民へ
の寛大さはよく知られているが、一面では
かなり自国本位だという見方もある。高級
技術者など、非常に好ましい移民の勧誘で
比較的成功を収めているカナダは、この優
位性を失いたくない。他方、カナダ人の多
くが、難民申請の不正使用に不快感を示し
ている。逆に移民･難民の側では、彼らの
専門資格がカナダでは認められないこと
に不満を持っている。 
 
(3)難民の定住の舞台は、受け入れ国の国内
である。この問題を扱う欧米の研究の多く
は、これまで経験的分析法をとり、分析の
際、トップダウン方式をとり、主に制度の
構造的な問題や組織的側面に焦点をあわ
せる傾向が強かった。他方、定住する難民
側の立場から、彼らの主導権への影響とそ
の結果を問う研究には、あまり学問的な深
まりが見られなかった。 
 
(4)そこで本研究では、政策（政府）と難民
は相互作用するという前提に立って、難民
側が政府のこの施策･介入をどう認識し、
彼らがどういった心構えになり、彼ら自身
が、統合への戦略をどう立て、作るかを、
合わせて問題とした。 
(5)難民にとって受け入れ社会への統合を促
す要因は、難民が社会への編入を望むかど
うかである。よく言われる現地語の習得へ
の希望は重要な要因だが、それだけでは不
十分である。難民が、自分は何国人だと宣
言することが可能な＜新しいアイデンテ
ィティ＞の感覚を獲得しようとする準備
があるかどうかである。 
 
(6)一国での定住では、良きにつけ悪しきに
つけ、“成功”という言葉が多用される。
その判断基準が厳密に調べられねばなら
ない。難民個人の価値や優先度は容易には
外に出ないし、あまねく受け入れられるわ
けでもないので、成功か否かの評価では、
外部者の評価とともに、当人たちの評価も
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含まれねばならない。 
 
(7)難民は単に、迫害の犠牲者であったり、
援助の受け手だけでいるわけではない。生
き残り戦略を考え、物事に対処する能力を
持つ、考える個人である。難民が、受け入
れ社会にどう組み込まれるかは、彼ら難民
が作る組織の様相と援助の方法に大きな
影響を与える。難民統合に関する政策は、
それゆえ柔軟性を持ち、難民集団ごとに異
なる、多様なニーズに、対応せねばならな
い。 

 
(8)定住は、難民を保護し、解決の方法とし
て永続きし、負担分担の重要な手段となっ
ている。定住は、難民の利益に沿う効果的
な手段であり、彼らの庇護と難民援助の問
題に、受け入れ国民の意識を高めるショー
ウインドーを開くことにもなる。定住は、
人(難民)が自発的に帰国できず、生命、自
由、安全、保健、基本的人権が、自国ない
し彼らが庇護を求めた国で危険な場合に
取られる手段である。定住は自発的に国に
帰る権利を損なうものではない。 

 
(9)定住への関与と、庇護の義務は、相互に
交換できるものではないので、難民ＮＧＯ
は、＜庇護＞と＜定住計画＞を切り離すよ
う求めている。世界の国々は現在、個々の
政府ごとに国情と歴史を映し出して、難民
の定住政策で、国家の主権を超える決定で
は、まだ合意が得られていない。共通の定
住基準を作り出すには、まだいくつかの大
きな障害が存在している。 

 
(10)世界各国、特に先進国では、移民･難民
の受け入れ、社会統合はホットな話題だが、
日本でも 2010年度から国内にミャンマー
からの難民を手始めに、以後毎年恒常的に
海外の難民キャンプから、難民の受け入れ
を始めるので、本研究が指摘した論点は有
用であると考えられる。 
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